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指定避難所って
どんなところ？

指定緊急避難場所

との違いは？

福祉避難所とは？
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指定避難所ってどんなとこ？

命をつなぐ

災害により自宅に戻れなくなった
方が数日間程度滞在し
生活をする場所を「避難所」
と言い、
市が指定したものを「指定避避所」
といいます。

指定避難所の多くは、
津波の浸水想定区域外にある
学校の体育館や公民館などです。

福祉避難所とは…
高齢者、障がい者など、
避難所での生活において
特別な配慮を必要とする人（要配慮者）で、
介護保険施設や医療機関等に入所・入院
するに至らない状況の方を
受け入れるための避難所をいいます。
福祉避難所は、福祉関係の施設を
指定しています。 4
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命を守る

指定緊急避難場所ってどんなとこ？

災害時の危険を回避するために
一時的に避難する場所のことで、
市が指定したものを
「指定緊急避難場所」といいます。

※指定緊急避難場所には、原則、
食料や毛布などの物資はありません。
非常持出品を持って避難しましょう。

※指定緊急避難場所は、
災害ごとに指定が異なります。

風水害（台風、洪水、
土砂災害）時

体育館や公民館
などの屋内

地震・火災時 公園や広場など

津波時 高台や避難ビル
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指定避難所運営の
基本原則は？

どんな目的で設置・
運営されるの？

どうやって運営

するの？
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指定避難所の運営の方針

≪避難所における支援の最終目標≫
被災者の生活再建

≪避難所における支援の方針≫
情報提供・地域コミュニティの再構
築など被災者自身による生活再建の
ために必要な支援を行います。
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指定避難所の運営の基本原則

≪避難所の運営≫
１．避難所は、地域団体、避難者、市
などが共同して運営します。

２．避難者による運営が行われるよう、
平常時から地域における運営体制を
構築するとともに、できるだけ早い
時期に避難者により組織される避難
所運営委員会を立ち上げます。

３．運営における役割分担が、一部の
住民に負担が偏らないように配慮す
るとともに、避難者の状況に応じた
役割分担を行うなど、避難者全員で
運営を行います。

４．様々な避難者による集団生活とな
ることから、避難者は避難所で定め
られたルールに則り生活することと
します。
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指定避難所の運営の基本原則

≪避難所の運営者≫
５．男女共同参画の視点に配慮し、加え
て要配慮者の意見も反映される避難所
運営を行います。

６．避難所を運営するにあたっては、避
難所で生活する避難者の方だけでなく、
その地域で在宅にて避難生活を送る方も
支援の対象とします。
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避難所運営に携わる組織・人

≪地域団体等≫
▶避難所の周辺の地区で構成されている、
町内会や自主防災組織、チームです。

▶避難所運営の当初は、円滑な運営を
開始するため、中心となって運営を
行います。

≪避難者≫
▶避難所に避難される方、避難所周辺で
在宅避難等を行う方です。

▶避難所運営は、時間の経過ともに、
市職員や地域団体等中心から、避難者
中心の運営へと移行していきます。

▶避難所の掃除など、避難者全員で
主体的に運営していくこととなります。
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避難所運営に携わる組織・人

≪市≫
▶避難所を運営する担当職員について、
災害発生後から2日間程度の配置を予定
しています。

▶災害対策本部には、避難所運営者と連携
を図る部署（民生対策部厚生班）を置き、
円滑な避難所運営の支援を行います。

≪施設管理者≫
▶学校など、施設によっては、独自の
災害対策本部を設置することとしている
ところがあります。

▶施設（学校）運営再開、また、
避難スペースの配置における施設管理上
の注意事項の助言など、避難所の円滑な
運営に向け、施設の活用に関する支援を
行います。
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事前準備として
行っておくことは？

運営上の役割は？

ルールは？
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事前準備事項の一例

１．避難所運営委員会の組織編成

２．避難所のレイアウト作成

３．避難所のルールの作成

別冊の指定避難所運営マニュアルを
参考に、地域、施設管理者、市、で
話し合い、
『わがまちの避難所運営マニュアル』

を作成しましょう。
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１．避難所運営委員会の
組織編成

避難所運営委員会の組織としては、会長、
副会長のほか、以下のような班が考えられま
す。

班名 役割

総務班
避難所運営業務全般のとりまとめ、
災害対策本部との連絡など ※会
長はこの班に帰属

名簿班
避難者名簿の作成及び管理、各種
情報の管理及び提供

食糧班
避難所食糧の配給、不足食糧の要
請

物資班 避難所生活物資の配給

救護班
負傷者に対応、災害時要援護者、
子どもたちへの支援

衛生班 避難所衛生環境の管理

連絡・広報班
避難者の呼び出し業務、避難者向
け情報の管理及び提供

施設外避難者班 屋外避難者の健康管理などの対応

保安班
避難所内パトロール、避難所周辺
の交通整理 15



２．避難所のレイアウト作成

避難所には、避難者の状況などに応じて、
以下のようなスペースを設定する必要があり
ます。
▶居住スペース
▶共有スペース：談話、遊びを行う場所
▶通路
▶物資スペース
▶広報スペース：掲示板
▶伝言スペース：掲示板
▶受付スペース：運営委員会待機場所
▶更衣室
▶授乳室
▶相談室
▶福祉スペース
▶ごみステーション：分別
▶ペットの飼育スペース：居住スペース外
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３．避難所のルールの作成

避難所は、様々な避難者が共同生活する
場所であることから、一定のルールを決めて
おく必要があります。

≪検討事項の例≫
▶消灯時間は？
▶飲酒やたばこは？
▶ペットの飼育方法は？
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指定避難所生活ルール（例）
⑴ 避難者名簿に世帯単位で登録する。
⑵ 避難所を退所するときは、市配置職員に転居先と転居日を報告する。
⑶ 指定された場所以外は使用しない。
⑷ 盲導犬等の要配慮者の生活に必要な動物を除く動物類（以下「ペット
等」という。）は、指定避難所の屋内に入れない。ペットは飼育
スペースにて飼育し、他の 避難者に迷惑がかからないように以下の
ことを順守する。
ア．指定された場所にしっかりつなぐか、ゲージの中で飼う。
イ．飼育場所は個々の飼い主により常に清潔を保持し、必要に応じて
消毒を行う。

ウ．夜の苦情・危害防止に努める。
エ．排泄は決められた飼育場所で行い、その都度後始末を行う。
オ．給餌は時間を決め、その都度きれいに片づける。
カ．ノミの駆除に努める
キ．運動やブラッシングは必ず屋外で行う。

⑸ 物資（食糧を含む。以下同じ。）は、原則、全員に配布できる状態に
ならなければ、配布しない。

⑹ 物資は世帯ごとに配布する。
⑺ 物資の配布は、避難者名簿に登録されている避難所外の近隣・車中泊
の人にも等しく行う。

⑻ ミルク・紙おむつなどの使用する人が限定される物資については、受
付にて対応する。

⑼ 廊下や施設管理に必要な箇所以外の消灯は、22時とする。
⑽ 放送は20時で終了する。
⑾ 電話に関しては以下のとおりとする。
ア．10時から19時まで受信のみを行う。
イ．受信内容は放送により呼び出しを行い、伝言を行う。
ウ．携帯電話の屋内での使用を禁止する。
エ．公衆電話は緊急時のみ使用可とする。

⑿ トイレの清掃は11時、16時に避難者が交代で行う。清掃順は、
トイレの前に貼り出す。

⒀ 喫煙は屋外の決められた場所のみ可とする。
⒁ 飲酒は、17時以降、相談室が使われていない場合のみ可とする。
⒂ 裸火の使用は厳禁とする。
⒃ ゴミは分別してゴミステーションに出す。
⒄ 各種伝達事項は、広報スペースに貼り出す。
⒅ ライフラインの復旧を目途に閉鎖する。
⒆ 避難所運営に避難者も積極的に参加する。
⒇ 避難所運営において市配置職員・避難所運営委員会委員の指示に従う
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避難所運営を
考える上で

必要な配慮は？

物資の配布は？

配置は？
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「女性と防災（R2.12.13）」で寄せられた声

相手の立場になって考え、行動するようにする

〇〇係、週で交代するなどのルールを作る

対象者ごとにエリア分けする

（女性の）応援団を作りたい

全員に簡単なものでも仕事を行う

お互い様の心、譲り合い、助け合う

自警団

事件につながる前に防止できるような体制

女性スタッフがいるとよい

ソーシャルディスタンスを保ちながら
話合いできる環境づくり

中高生の応援を依頼する

プラスワンの備え

よろず相談所の設置 22



【出典】避難行動要支援者対策及び避難所における良好な
生活環境対策に関する参考事例集（平成26 年３月
内閣府（防災担当））
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【出典】避難行動要支援者対策及び避難所における良好な
生活環境対策に関する参考事例集（平成26 年３月
内閣府（防災担当））
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出典：災害対応力を強化する女性の視点（R2.5 内閣府男女共同参画局）
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